
13 令和 3年 10月号

お

知

ら

せ

第
５
回
み
ん
な
の
人
権
セ
ミ
ナ
ー
兼

人
権
・
同
和
教
育
推
進
者
養
成
講
座

水
中
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
教
室
（
第
４
期
）

参
加
者
募
集

10
月
18
日
か
ら
24
日
ま
で
は

行
政
相
談
週
間
で
す

　

困
っ
た
ら
1
人
で
悩
ま
ず
行
政
相
談

　

～
行
政
や
暮
ら
し
の
困
り
ご
と
を
、

お
気
軽
に
～

映
画
上
映
「
プ
リ
ズ
ン
・
サ
ー
ク
ル
」

　

犯
罪
の
背
景
に
何
が
あ
る
の
か
、
受
刑

者
と
の
対
話
か
ら
当
事
者
の
声
を
聴
く
日

本
国
内
の
刑
務
所
を
舞
台
に
し
た
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
映
画
で
す
。

◆
日
時　

10
月
20
日
（
水
）

【
企
業
等
対
象
】
14
時
～
16
時
20
分

【
住
民
対
象
】
19
時
～
21
時
20
分

◆
場
所　

中
山
温
泉
生
活
想
像
館

◆
定
員　

各
50
人
（
要
事
前
申
込
）

◆
申
込
締
切　

10
月
13
日
（
水
）

◆
そ
の
他　

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

状
況
に
よ
っ
て
は
、
中
止
等
に
さ
せ
て
い

た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。

申
込
及
び
問
合
せ
先　

人
権
推
進
室

　

０
８
５
９-

54-

２
２
８
６

　

０
８
５
９-

54-

２
４
１
３

　

町
内
に
お
住
ま
い
の
65
歳
以
上
の
方
な

ら
ど
な
た
で
も
参
加
で
き
ま
す
。
生
活
習

慣
病
予
防
等
に
効
果
的
な
運
動
で
す
。

◆
期
間　

11
月
11
日
～
12
月
16
日

　
　

（
全
10
回
）
13
時
30
分
～
14
時
30
分

◆
場
所　

 

Ｊ
Ｓ
Ｓ
米
子
ス
イ
ミ
ン
グ
ス
ク 

ー
ル　

※
送
迎
も
あ
り
ま
す
。

◆
申
込　

10
月
28
日
ま
で
に
福
祉
介
護
課

（

０
８
５
９-

54-

５
２
０
７
）
へ
お

申
込
く
だ
さ
い
。

　

行
政
相
談
は
、
役
所
の
仕
事
や
暮
ら
し

の
不
便
に
つ
い
て
、「
こ
ん
な
こ
と
で
困
っ

て
い
る
」、「
相
談
先
や
制
度
が
分
か
ら
な

い
」
な
ど
の
相
談
に
お
答
え
す
る
制
度
で

す
。

◆
大
山
町
担
当
の
行
政
相
談
委
員
（
総
務

大
臣
が
委
嘱
）
に
よ
る
相
談
所
の
開
設

　

毎
月
1
回
各
地
区
を
会
場
に
相
談
所
を

開
設
し
て
お
り
、
10
月
は
次
の
と
お
り
で

す
。

●
10
月
6
日
（
水
）
9
時
30
分
～
12
時

　

名
和
公
民
館　

松
岡
久
美
子
さ
ん

●
10
月
13
日
（
水
）
13
時
30
分
～
16
時

　

大
山
公
民
館　

門
脇
英
之
さ
ん　

●
10
月
25
日
（
月
）
13
時
30
分
～
16
時

　

役
場
中
山
支
所　

手
島
孝
人
さ
ん

（
人
権
擁
護
委
員
と
共
催
）

●
10
月
30
日
（
土
）
10
時
～
15
時

　

名
和
農
業
者
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

（
総
合
文
化
祭
会
場
）　

3
地
区
委
員
合
同

問　

鳥
取
行
政
監
視
行
政
相
談
セ
ン
タ
ー

　
　

０
８
５
７-

24-

５
５
４
１

ハートフル駐車場の利用についてのお願い

　公共施設などに、障がいなどの理由により歩行が困

難な方が優先的に利用できる駐車スペースを設けてい

ます。

　この駐車スペースを必要としている方が利用できず

困っているケースが見受けられます。

　駐車スペースには限りがありますので、利用証を交

付されている方でも利用できない場合もあります。

　ゆずりあいの気持ちで適正な利用をお願いします。

申請できる方 ( ※有効期限があります )

① 身体・知的・精神などの障がいにより歩行が困難な方、あるい
は発達障害などにより歩行に介助者の特別な注意が必要な方

② 要介護・要支援認定を受ている方または難病などで歩行が困難
な方

③一時的に歩行が困難な方 けがをされている方、妊産婦の
方など

問　福祉介護課

　　 0859-54-5207

大山町ホームページにも掲載しています

利用の際には原則申請により
交付された『ハートフル駐車
場利用証』の掲示が必要です。

利用時は

ルームミラーに掲示

♥


